
   

 

   

 

「サイバーインフラ事業者に求められる役割等に関するガイドライン（案）」に対す

る意見公募要領 

 

令 和 ７ 年 １ ０ 月 ３ ０ 日 

経済産業省商務情報政策局 

サイバーセキュリティ課 

内閣官房国家サイバー統括室 

制 度 ・ 監 督 ユ ニ ッ ト 

 

１．意見公募の趣旨・目的・背景 

現代社会において、ソフトウェアは社会活動の基盤となっており、その重要性は増

大しています。ソフトウェアの脆弱性を悪用するサイバー攻撃は社会インフラに甚大

な影響を及ぼす可能性があることから、ソフトウェアの開発・供給・運用を行う事業

者は、ソフトウェアのサプライチェーン全体でのサイバーセキュリティ対策に一層の

責任をもって対応することが求められています。 

 

政府機関や重要インフラ事業者等を始めとしたソフトウェアの利用顧客において

も、ソフトウェアの調達先として適切なサイバーインフラ事業者を選定することが、

サイバーセキュリティ上のリスク管理につながります。 

 

国際的にも、セキュア・バイ・デザイン（ソフトウェア等が設計段階から安全性を

確保されていること）やセキュア・バイ・デフォルト（顧客が追加コストや手間をか

けることなく、購入後すぐにソフトウェア等を安全に利用できること）といった概念

が支持を集めており、これに関連する国際文書が策定されています。 

 

そこで、経済産業省及び内閣官房国家サイバー統括室では、令和 6年 9月より、産

学の有識者からなるワーキンググループを立ち上げ、ソフトウェアを利用する顧客等

の保護を目的とし、ソフトウェアの開発・供給・運用を行う事業者に求められる責務

等について検討して参りました。 

 

我が国においては、サイバーセキュリティ基本法において、サイバー関連事業者そ

の他の事業者に対して、その事業活動に関し、自主的かつ積極的にサイバーセキュリ

ティを確保するという努力義務が規定されているところ（第 7 条第 1 項）、令和 7 年

7 月の同法の改正により、情報システム等の供給者に対して、利用者によるサイバー

セキュリティ確保に必要な支援を行う努力義務が規定されることとなりました（第 7

条第 2項）。 

 

今般、サイバーセキュリティ基本法第 7条第 1項及び第 2項を踏まえ、情報システ

ム等の供給者としてソフトウェア（※）の開発・供給・運用を行う事業者を「サイバ

ーインフラ事業者」と称し、その具体的な役割等を整理した国内のガイドラインとし

て、「サイバーインフラ事業者に求められる役割等に関するガイドライン（案）」を取

りまとめました。 

 

※製品として顧客に提供されるソフトウェアのほか、クラウドサービス等のソフト



   

 

   

 

ウェアサービス、IT／OT／IoT 機器等のハードウェア製品として提供される組み込み

ソフトウェア・ファームウェア、システム・サービスの構成要素として提供されるソ

フトウェアも含まれます。 

 

当該ガイドライン（案）について、国内外の利害関係者から広く御意見をいただく

べく、当該ガイドライン（案）の日本語版及び英語版について、本日より 60 日間の

パブリックコメントを実施することとしました。 

 

２．意見公募の対象 

・ サイバーインフラ事業者に求められる役割等に関するガイドライン（案）【日本語版】 

・ サイバーインフラ事業者に求められる役割等に関するガイドライン（案）【英語版】（※） 

 

※英語版の資料には、以下の内容は記載しておりません。 

・サイバーセキュリティ基本法第７条第１項及び第２項の条文の引用 

・サイバー対処能力強化法に関する内容 

 

３．資料入手方法 

・ 電子政府の総合窓口「e-Gov」における掲載 

又は 

・ 経済産業省のウェブページ「サイバーインフラ事業者に求められる役割等に関す

るガイドライン（案）」の日本語版・英語版を取りまとめました」における掲載 

又は 

・ 国家サイバー統括室のウェブページ「「サイバーインフラ事業者に求められる役割等

に関するガイドライン（案）」に関する意見募集について」における掲載 

 

４．意見募集期間（意見募集開始日及び終了日） 

 令和７年 10月 30日（木）～令和７年 12月 30日（火）必着 

 

５．意見提出先・提出方法 

電子政府の総合窓口「e-Gov」から本件の意見提出フォーム（※）に進み、日本語又

は英語で記入の上、ご提出ください。 

※案内は日本語のみとなります。 

 

 電子政府の総合窓口「e-Gov」のご利用が難しい場合は、別紙の意見提出用紙を日本

語又は英語で記入の上、下記のメールアドレス宛てにお送りください。 

メールアドレス：bzl-cybersec_comment@meti.go.jp 

（件名は「サイバーインフラ事業者に求められる役割等に関するガイドライン（案）

に対する意見」とし、意見提出用紙を添付してお送りください。） 

 

なお、電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。 

 

６．その他 

皆様からいただいた意見については、最終的な決定における参考とさせていただき

ます。なお、いただいた意見についての個別の回答はいたしかねますので、あらかじ

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1050
mailto:bzl-cybersec_comment@meti.go.jp


   

 

   

 

め、その旨を御了承ください。 

 

提出いただきました意見については、氏名（法人又は団体の場合は名称）、住所、電

話番号及びメールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることを、あらかじ

め御承知おきください。ただし、意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を

識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産権等を害するおそれがあると判断

される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただきます。 

 

意見に附記された氏名、連絡先等の個人情報については、適正に管理し、意見の内

容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する

業務にのみ利用させていただきます。 



   

 

   

 

経済産業省商務情報政策局サイバーセキュリティ課 パブリックコメント担当 宛 

 

「サイバーインフラ事業者に求められる役割等に関するガイドライン（案）」 

に対する意見 
 

［氏 名］ 

（企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名） 

 

 

［住 所］ 

 

 

 

［電話番号］ 
 

 

［電子メールアドレス］ 
 

 

［御意見］ 

・該当箇所（どの部分についての意見か、該当箇所が分かるように明記してください。） 

 

 

 

 

・意見内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・理由（可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記してください。） 
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